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下水道工事の契約解除について

 本市発注工事において、契約の相手方の決定に誤りがあったことが判明しました。

契約した相手方には謝罪および事情の説明を行い、契約を解除しました。

 本件に関し、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたこと、市の信用を失墜させ

てしまったことをお詫びするとともに、再発防止を徹底します。

１ 工事名

  南部第３処理分区下水道工事（南建－Ｒ４－１００８）

２ 開札日・契約日・契約解除日

 （１）開札日   令和４年１１月１７日（木）

 （２）契約日   令和４年１１月２９日（火）

 （３）契約解除日 令和４年１２月１２日（月）

３ 経緯

  令和４年１２月１日（木）に当該契約の積算に関する問い合わせがあり、設計図

書を精査したところ、積算に用いる単価の設定に誤りがあることが判明しました。

  その結果、予定価格と最低制限価格が過少となっていたため、適正な予定価格と

最低制限価格で入札を実施した場合、落札者が変更となることを確認しました。こ

のことから、令和４年１２月１２日（月）に契約を解除しました。

４ 原因

 工事で設定した単価（推進工事における機械の損料）について、本来１日当りの損

料を計上するべきところを誤って１メートル当りの損料を計上してしまったもので

す。

 複数で確認していたものの、誤りに気付くことができませんでした。

記者発表資料

令和４年１２月２２日（木）

問い合わせ先：南部建設事務所下水道建設課

課長：加瀬

担当：川田

電話：８４０－６２６２



５ 今後の対応

  ・下水道事業の進捗に影響が最小限となるよう、設計内容を精査して、再発注を

行う予定です。

 ・契約を解除した相手方には、損害賠償を含め、真摯に対応します。

６ 再発防止策

  工事発注全課所を対象とした全庁的な研修において、工事設計図書を作成する際

の注意点を共有することで、積算誤り防止を徹底します。


